
第 13回 古賀市自治基本条例（仮称）策定委員会・とりまとめ部会 

・日 時：平成 28年 8月 3日（水）19時～21時 10分 

・場 所：市役所 30３会議室 

・出席者 

・部会員（敬称略）：水田、篠﨑、今村、戸田、大神、髙村（計 6名） 

 ※欠席者：最所（計 1名） 

・事務局：コミュニティ推進課長、同係長、同係員、法制担当 

・ファシリテーター：村田、今井（（株）エム環境デザインシステム） 

・会議内容：以下の通り 

 

１．「条例素案検討資料（とりまとめ部会案）」への第 17回策定委員会意見等の反映について 

・第 17回策定委員会の意見等を踏まえた「条例素案検討資料（とりまとめ部会案）」の修正点

について確認。 

【主な協議内容】 

・「第４章 行政運営」（意見等の取扱い）については、条文案は変更しないが、【参考】に前

回の策定委員会での意見を掲載することとする。 

・「第 5章 実効性の確保」については「推進と検証」、「見直し」の２つの項目について条文

を設ける。「推進と検証」では、検証委員会の設置を明記する。「見直し」では４年を超え

ない期間ごとに検証することとし、検証結果に基づいて見直しなど必要な措置を行う。 

 

２．第 18回策定委員会について 

・第 18回策定委員会のプログラム案等について確認。 

【主な協議内容】 

・「前文」については、委員から出された意見を基に第１８回策定委員会の中で具体的検討を

行う。 

・プログラム資料について決定。 

 

３．古賀市自治基本条例（仮称）シンポジウムについて 

・日程等について確認。 

【主な確認事項】 

・日時：10月 23日（日）午後 1時半～ 

・会場：リーパスプラザこが交流館多目的ホール。 

・ファシリテーター：津屋崎ブランチ 山口覚氏 

・主催は策定委員会。詳細については今後検討し、決定する。 

以上 

資料１ 


